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令和５年１１月６日 

教育委員会生涯学習課 

 

 

宮崎市きよたけ児童文化センターの指定管理候補者の選定結果について 

 

　宮崎市きよたけ児童文化センターの指定管理者については、次のとおり候補となる団体を

選定しました。 

　なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、令和５年１２月議会で可決された場合

には、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営にあたることとなります。 

 

1.指定管理者候補者の概要  

(1)団体の名称　　　　　　特定非営利活動法人　みやざき子ども文化センター 

(2)代表者名 　　　　　　代表理事　片野坂　千鶴子 

(3)主たる事務所の所在地　宮崎市江平西一丁目５番１１号　江平ビル１０５号 

(4)設立年月日　　　　　　平成１２年９月２５日 

(5)事業概要　　　　 ①子どもの自主的な活動と社会参画への支援事業　　 

②舞台芸術、表現活動に関する普及事業 

③子どもの権利条約の実現に関する推進事業 

④子どもと文化に関する研究、人材育成、講演会などの企画運営事業 

⑤子育てに関する支援事業 

⑥子どもの文化の発信と、子どもと文化に関する市民組織とのネット 

ワークづくり 

⑦その他、この法人の目的達成のために必要な事業 

(6)資本金又は基本財産　  　 ０円　※特定非営利活動法人のため  

(7)従業員数　　　　 ９８人 

 

2.指定期間（予定） 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間） 

 

3.施設及び業務の概要  

(1)施設概要 

① 施設名 

宮崎市きよたけ児童文化センター 

② 所在地  

宮崎市清武町西新町１番地６ 
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③ 施設規模等  

敷地面積　　８６２．２９平方メートル 

延べ床面積　１，０１４．２９平方メートル　　 

地上２階建　鉄筋コンクリート造 

 

 

(2)業務概要  

①事業の企画及び運営に関する業務。 

②図書資料の購入・管理及び貸し出しに関する業務。 

③児童の文化活動のための施設の提供に関する業務。 

④施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務。 

⑤その他施設の管理運営に必要な業務。 

 

(3)現在の管理方法 

指定管理者　特定非営利活動法人　みやざき子ども文化センター 

平成３１年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

4.事業計画の概要  

　別紙「事業提案概要書」のとおり。 

 

※　別紙「事業提案概要書」は、あくまで指定管理者候補者から選定に当たり示された内

容であり、実際に行う事業の計画は、指定後に市と当該団体との間で協議の上、決定し

ます。 

 

5.収支計画の概要 

 ■収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 項　目 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 ５ヵ年合

計

 指定管理料 10,387 10,387 10,387 10,387 10,387 51,935

 参加費収入 　　50 　　50 　　80 　　80 　　150 　　410

 収入合計 10,437 10,437 10,467 10,467 10,537 52,345
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■支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

 

※　上記の収支計画は、あくまで指定管理者候補者から選定に当たり示された内容であり、

最終的な収支計画（指定管理料を含む。）は、指定後に市と当該団体との間で協議の上、

決定します。 

 

■参考 

【令和４年度管理運営費収支決算】 

［収入］１０，２９７千円 

　・指定管理料１０，０１０千円、参加費収入１０５千円、その他収入１８２千円 

［支出］１０，２９７千円 

　・人件費７，７８８千円、水道料金６５千円、その他２，４４４千円　ほか 

※上記は、指定管理者からの事業報告に基づき、市の指定管理料積算項目に再配分したも

のです。 

 

6.選定結果の概要  

(1)公募の概況  

①応募団体 

　　　特定非営利活動法人　みやざき子ども文化センター 

 

②募集日程  

要項及び申請書類様式の配布　令和５年　７月１９日 ～　８月２１日 

質疑の受付　　　　　　　　　令和５年　８月　２日 ～　８月　８日 

質疑の回答　　　　　　　　　令和５年　８月１４日  

応募の受付締切（第１次）　　令和５年　８月２１日  

応募の受付締切（最終）　　　令和５年　９月１１日  

書類審査及びヒアリング　　　令和５年　９月１２日 ～　令和５年　９月２６日  

 

 

 

 項　目 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 ５ヵ年合

計

 人 件 費 ８，２１７ ８，２１７ ８，２５２ ８，２５２ ８，２８０ 4 1 , 2 1 8

 事 務 費 　　６７０ 　　６７０ 　　６７０ 　　６７０ 　 ７０２ ３，３８２

 水 道 費 ７２ ７２ ７２ ７２ ７２ ３６０

 施設管理経費等 １，４３７ １，４３７ １，４３７ １，４３７ １，４３７ ７，１８５

 そ の 他 ４１ ４１ ３６ ３６ ４６ 　２００

 支出合計 1 0 , 4 3 7 1 0 , 4 3 7 1 0 , 4 6 7 1 0 , 4 6 7 1 0 , 5 3 7 5 2 , 3 4 5
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(2)宮崎市教育委員会指定管理者候補者選定委員会 

（敬称略）  

 

(3)選定の概況  

ア 選定理由　 

宮崎市教育委員会指定管理者候補者選定委員会において、申請者からの応募書類

及びヒアリングをもとに、「宮崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関す

る条例」で定める次の基準により、総合的に審査を行った。 

①　事業計画書に基づく当該施設の運営が市民の平等な利用を確保するものである

こと　 

②　事業計画書の内容が当該施設の設置目的を最も効果的に達成するものであるこ

と　 

③　事業計画書の内容が当該施設の管理に係る経費の縮減を図るものであること 

④　事業計画書に沿った管理を安定して行うための十分な能力を有しているもので

あること 

その結果、事業計画書において、今後小学生だけでなく中高生を対象にした企画が

なされており、また子ども達に本物に触れる機会を提供するために地元の芸術家や文

化人とのネットワークを活かした企画が提案されている。「特定非営利活動法人　み

やざき子ども文化センター」の合計点が基準点である６割以上であり、また重要基準

②の得点が基準点である６割以上であったことから、選定基準を満たしている。 

宮崎市教育委員会では、宮崎市教育委員会指定管理者候補者選定委員会が「特定非営

利活動法人　みやざき子ども文化センター」が当該選定基準に適合していると認めた

ことを踏まえ、当該団体を指定管理者候補者に選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 役　職　等 氏　名

 委員長 宮崎市教育委員会企画総務課長 河野　広知

 委員 宮崎公立大学准教授 森津　千尋

 〃 宮崎市社会教育委員 山田　敦子

 〃 みやぎん経済研究所常務理事 爲山　高志

 〃 宮崎市地域振興部文化・市民活動課長 中野　佳代
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イ 審査結果一覧 

 

選定の基準
満点 

（配点×委員数）

最低 

基準点

候補者 

特定非営利活動法人

みやざき子ども文化

センター

 ①　事業計画書に基づく当該施設の運営が、

市民の平等な利用を確保するものである

こと

１５０ １１４

 ②　事業計画書の内容が当該施設の設置目的

を最も効果的に達成するものであること

（重要基準）

４００
２４０ 

（満点×60%）
３３０

 ③　事業計画書の内容が当該施設の管理に係

る経費の縮減を図るものであること
１５０ ７０

 ④　事業計画書に沿った管理を安定して行う

ための十分な能力を有しているものであ

ること

１５０ １２４

 ⑤　安全管理に対する対応 ５０ ３４

 ⑥　労働福祉の状況及び環境保護 １００ ６７

 
合計得点 １０００

６００ 

（満点×60%）
７３９

 選定委員会における多数決の結果 ５/５名

 【参考】提案金額 ５１，９３５千円


